


１ 保険医療機関等が、診療報酬の算定にあたって作成等することとされている文書につい

ては、電子的に作成等された場合であっても、書面（紙媒体）によるものとみなして取り

扱うこととして差し支えない。ただし、処方箋の取扱いについては「民間事業者等が行う

書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について（平成17年

３月31日医政発第0331009号、薬食発0331020号、保発第0331005号）」第二の２の（４）

処方せんの取扱い によるものであること。

２ １の取扱いにあたっては、当該保険医療機関等において、旧システムで保存された医療

情報を確実に利用できることや他の保険医療機関等で見読等できることが不可欠であるこ

とから、保険医療機関等において医療情報システムの導入、更新等を行う際にはシステム

ベンダ等に対し、ガイドライン、厚生労働省標準規格等を踏まえた対応を求めていくなど

適切に対応するものであること。なお、ガイドライン及び厚生労働省標準規格については、

定期的に改定を行っており、参照する際には最新の版であることに十分留意すること。
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